
日 光 市 建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書
	
 収　入
 印　紙



　１　
　２　
３　　　　   着　手　　議会の議決を得た日から３日を経過した日
　　　　 完　成　　令和　　（　　）年　　月　　日
４　工事を施工しない日
　　　工事を施工しない時間帯　　※１

　５　　￥　　　　　　　　　　　　
　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　　　　　　）
　　［備考］（　）の部分は、受注者が課税事業者である場合に記載する。　

　６　　￥　　　　　　　　
　７　特約事項
　　　この契約書は、この契約の締結に係る日光市議会の議決があったときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第５項の契約書とみなすものとする。

[bookmark: _Hlk128654015]８　建設発生土の搬出先等　　　※２
　９　解体工事に要する費用等　　別紙のとおり　※１
　　上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
　　　する。
　　また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体
協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負うものとする。　　　　　　　　 ※３
この契約の証として本書　通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。

　契約年月日　　　令和　　（　　）年　　月　　日


　発　注　者　　　　　　日光市今市本町１番地
　　　　　　　　　　　　日光市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市　長　　　　　　　　　　　　　印

　受　注　者　　　
　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
※１　該当しない場合は削除又は省略可

　※２　この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、「建設発生土の搬
出先については設計図書に定めるとおり」と記入し、設計図書に建設発生土の搬出先を定め
る。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）の規
定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前
に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成
後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない（該
当しない場合は削除又は省略可）

  ※３　受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

